
（別紙５）                           令和２年 9月 30日 

                              

活動内容における留意事項について 

 

さいたま市宇宙劇場 

１ 活動の基本的な考え方 

（１）さいたま市宇宙劇場を利用する団体は、現在の新型コロナウイルス感染症の現状を踏

まえ、活動内容に応じて３つの密（密閉・密集・密接）の回避や、飛沫防止対策措置を

講じて活動してください。 

（２）利用する各室等の目安となる人数を超えない範囲での利用を原則とします。 

（３）目安となる人数を超える場合は、人数を分け時間内に交替で利用するなど密集を避け

て活動してください。 

 

2 当面の間、感染防止対策の強化等が必要となる活動 

（１）運動を伴う活動 

  ・人と人との間隔を空け、呼気が激しくなるような運動では、より一層間隔を空けるこ 

と。 

  ・運動中は大きな声で会話、応援は行わないこと。 

（２）近距離で対面し、飛沫感染の恐れが高い活動（囲碁、将棋など〕 

・より一層の飛沫防止対策を講じること。 

（３）食材を扱う活動（料理教室など） 

・衛生管理等を徹底するとともに、会話を回避し、人と人との密着が生じないよう配慮 

すること。 

 

3 活動後における対応について 

（１）発声や発汗がある活動については、消毒液を使用し利用した範囲の床などの施設・設

備の清掃をお願いします。 

（２）共用する物品等（音響設備、ホワイトボード・筆記用具）については、消毒をお願い

します。 

（３）活動に伴う感染防止対策に必要となる物品は各団体で用意してください。 

 

4  騒音への配慮について 

換気のため扉を開けてご利用ください。このため大声や音楽等により、他のご利用 

者および近隣施設へご迷惑が掛かると判断した際はご利用をお断りいたします。 

 

※上記留意事項は、新型コロナウイルス感染症拡大等の状況により変更することがあります。 


